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全農薬の主な行事予定

「全国農薬協同組合」

●理事会

平成 27 年 9 月 17 日（木）第 272 回理事会（全農薬 9F 会議室）

11 月 17 日(火)第 273 回理事会（全農薬 9F 会議室）

１２月１０日(木)第２７４回理事会（全農薬９階会議室）

●第 50 回通常総会、第 38 回全国集会・情報交換会

平成 27 年 11 月 18 日(水)（平河町：海運クラブ）

●監査会

平成 27 年 10 月 23 日(金)（全農薬 9F 会議室）

●安全協

平成２７年 10 月 5 日(月)～9 日（金）植物防疫研修会（一社）日植防会議室

10 月 2８日(水)～30 日(金)（2 泊 3 日）

農薬安全コンサルタントリーダー研修会（全農薬 9F 会議室）

※研修生が多い場合は別の会場を検討。

●農薬シンポジウム

平成２７年８月２８日（金）青森県（青森県総合社会教育センター）

９月 ４日（金）北海道（札幌コンベンションセンター２F 小ホール）

｢植物防疫関係団体｣

●農薬工業会

平成 27 年 11 月 20 日(金)虫供養（浅草寺）

●一般社団法人 日本植物防疫協会

平成 27 年 9 月 17 日(木）植物防疫シンポジウム（日本教育会館「一ツ橋ホール」）

10 月 5 日(月)～9 日（金）植物防疫研修会（一社）日植防 B1 会議室

●一般財団法人 残留農薬研究所

平成 27 年 10 月２日(金)IET セミナー(アルカデア市ヶ谷)

●公益財団法人 報農会

平成 27 年 9 月 16 日(水) 第 30 回報農会シンポジウム（北とぴあ）

●平成 27 年度植物防疫地区会議開催日程について

農政局主催の植物防疫地区会議（植防ブロック会議）の日程が決まりましたのでお知ら

せ致します。
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開催年月日 開催会議名 開催場所（会場）・連絡先 分科会

11月16日

(月)

13:15 －

17:00

～17 日(火)

9:00 －

12:00

北海道・東北地区

植物防疫協議会

11 月 16 日（月）会場名①：ＪＡビル

宮城（３分科会）住所：仙台市青葉区

上杉 1-2-16、会場名②：東北農政局

住所：仙台市青葉区本町 3 丁目 3-1

11 月 17 日（火）会場名：仙台合同庁

舎 大講堂,住所：仙台市青葉区本町 3

丁目 3-1 電話：022-221-6097

①水稲・畑作病害

虫分科会

②果樹病害虫分科

会

③野菜・花き病害

虫分科会

④農薬分科会

11月26日

（木）～27

日（金）

関東地区植物防疫

協議会

会場名：さいたま新都心合同庁舎共用

大会議室,住所：さいたま市中央区新都

心 2-1 電話：048-740-0101

①植物防疫分科会

②農薬分科会

11月19日

(木）～20

日（金）

植物防疫北陸地区

協議会

会場名：金沢広坂合同庁舎大会議室

住 所：石川県金沢市広坂 2 丁目 2 番

60 号 電話：076-232-4106

①植物防疫分科会

②農薬分科会

12 月 3 日

（木）～4

日（金）

（予備日：12

月 7～8 日。調

整中。）

東海・近畿地区

植物防疫事業

検討会

会場名：ホテルルビノ京都堀川

住 所：京都市上京区東堀川通下長者

町 電話：075-414-9800

①植物防疫分科会

②農薬分科会

11月24日

（火）～25

日（水）

植物防疫中国四国

地区検討会

会場名：未定

住 所：香川県高松市内

電 話：

①植物防疫分科会

②農薬分科会

11月12日

( 木 )13:00

－17:00～

13 日 (金 )

9:00 －

12:00

植物防疫 九州・

沖縄地区協議会

会場名：長崎県勤労福祉会館

住所：長崎県長崎市桜町 9-6

電話： 095-821-1456※2 日目会議

終了後、午後に「セントヒル長崎」に

おいて、九州沖縄農業研究センター主

催「病害虫防除試験研究戦略会議」が

開催されます。（九州農政局、沖縄総合

事務局の植物防疫係長が出席）

【1 日目】①普通

作分科会②果樹・

茶樹分科 会③野

菜・花き分科会④

農薬行政 分科会

【2 日目】全体会

議
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組合からのお知らせ

１．全農薬受発注システム利用メーカー協議会

日時：平成２７年６月２５日(木)、１５：３０～１６：４５

場所：全農薬ビル９F 会議室

内容：

全農薬受発注システム利用拡大について

農薬チラシ検索ポータルの提案について

全農薬受発注システム利用分野(緑化部門)拡大について

その他

出席者：全農薬受発注システム利用メーカー(１１社)、全農薬受発注センター

事務局（堀江参事）

２．「農薬シンポジウム IN 神奈川」

【事前打ち合わせ】

日時：平成２７年７月１４日(火)１１：００から

場所：かながわ農業アカデミー会議室

○会議室において自己紹介後に神奈川支部羽隅幹事よりスケジュール、シンポジウムの

流れについて説明。

「出席者」（敬称略）

・講師：千葉大学名誉教授 本山直樹

・コーデイネータ(進行)：神奈川県農業技術センター病害虫防除部 部長 山口元治

・パネリスト：教育行政 かながわ農業アカデミー 教務課課長 鈴木 誠

消費者 神奈川県生活協同組合連合会 専務理事 丸山善弘

生産者 トマト生産農家菊池園芸代表 菊池弘幸

・全農薬：大森安全協会長、羽隅荘一郎（安全協幹事）、羽隅弘治（京浜興農株式会社社長）、

事務局（堀江参事、山本副参事、真山）

・農薬工業会神奈川県支部：河本支部長他

・司会者：村田仁美

○受付：１２：３０から受付開始

○開会：１３：３０

「出席者（受講者）」農業アカデミー関係者１２１名 一般消費者１９名

「主催者」全農薬関係者４名、神奈川県農薬卸商関係者７名

「その他」農薬工業会神奈川県支部関係者７名

○開会挨拶：全農薬事務局 堀江参事 （神奈川県岩崎支部長急きょ欠席のため）

会場提供にあたりご尽力を頂き、及びパネリストとして参加頂く、かながわ農業アカ

デミーの鈴木先生、講師の本山先生、コーデｲネーターの山口先生、パネリストとして参加

頂いた消費者代表の丸山さん、生産者代表の菊池さん及びご協力頂いた農薬工業会神奈川

県支部へのお礼の後に全国農薬協同組合の事業紹介、教育情報事業として取り組んでいる

農薬シンポジウムについて話し、開会の挨拶をした。
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○第一部：基調講演

千葉大学名誉教授で元農水省農業資材審議会農薬分科会会長の本山直樹先生による基調講

演「農薬とは何？」、講演では、DDT やパラチオンなど毒性の強い昔の農薬のマイナスイ

メージが払拭しきれず今日に至っているため、まだ、一般消費者の間では理解が不足して

いるため、いまだに農薬は危険なものと思われがちであることを指摘。

「衛生的な食物を必要な量だけ確保するためには、農薬は必須の資材であり農薬取締法に

基づいて適切な使用を徹底している現在、健康影響は実質的にないに等しい」と強調した。

残留農薬の基準値の倍が検出された中国産椎茸を例に挙げ「健康リスクが認められるのは、

同量の残留農薬が検出されたものを毎日２７Kg 食べ続けた場合であって、現実的にはあり

得ない」と厳重な安全対策がとられていることを解説。会場からは驚きの声も聞かれた。
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○第二部：パネルデイスカッション

①自己紹介を兼ねて「それぞれの職業、立場、農薬とのかかわり」についてお話し頂いた。

・山口先生(コーデイネータ)：県職員として農薬行政指導（予察事業、安全使用等）に取り

組んでいる。本日のパネルデイスカッションのコーデイネータを務めさせてもらう。

・生産者代表の菊池さん：寒川地区でハイワイヤー栽培により周年でトマト生産専門に取

り組んでいる。農薬散布回数厳守、IPM による農薬使用に心がけている。

・消費者代表の丸山さん：神奈川県では世帯数の４２％、世帯者人数の６０％が生協の組

合員。神奈川県生活協同組合連合会(事務局)として賢い消費者(食品の安全性、価値を科学

的に評価できる)育成に取り組んでいる。

・鈴木先生：農薬アカデミーでは農業後継者、新規就農希望者等を含め９２名の学生を預

かっている。就農率は８０％以上であり作物保護、環境保全型農業等の教科もある。作物

栽培実習においては、農薬安全使用対策のため農薬チェックリストを作成し農薬散布を行

っている。

・講師の本山先生：現在は大学での研究は離れているが、松食い虫防除研究を継続してい

る。

②パネルデイスカッションでは、消費者の安心に重点をおいて討論

IPM 防除の実態について

「本山先生」

近年 IPM 技術は天敵、バンカー植物、生物農薬、誘導抵抗性の利用等の進歩が目覚しいが、

特殊な県（高知県等）を除き農家利用率は低い。

「菊池さん（生産者）」

ハウス周りへ黄色テープを張り害虫の侵入防止につとめ、ハウス内にも黄色テープを利用
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した害虫防除のほか、納豆菌を利用した圃場環境改善

等に取り組んで化学農薬だけに頼らない病害虫管理に努めている。また、

圃場観察により病害虫の早期発見、早期防除、予測に基づいた予防散布が重要であると思

っています。

「丸山さん（消費者）」

農薬は、過去は「皆殺し」のイメージであったが、近年は、IPM により工夫して生命の持

続的な維持のために必須な農産物（食料）生産、共存共栄を図るイメージに変わり、歯車

が噛み合ってきていると感じている。

「鈴木先生（農業アカデミー）」

農業アカデミーの授業や新規就農研修で IPM に必要な病害虫診断技術（病害虫観察、調査、

防除方法等）を講義内容として、必要のない農薬は使用しないとの考え方は浸透してきて

いると思います。

IPM 防除における注意点について

本山先生から千葉県の千葉エコ（特別栽培認証制度）と通常栽培の農産物における農薬分

析をしても差がない例をあげられ農薬を適正に使用した農産物の安全性は確保されている。

逆に有機農業に取り組んでいる農家（ピーマン農家）が、農薬代替資材として購入したニ

ームオイルに農薬が含まれていた事例をあげられ無登録農薬の使用に注意が必要であると

話した。山口先生も同意見であると話した。

農産物の安全性の確保について

「菊池さん（生産者）」

神奈川県では JA へ農産物を出荷する時には農薬履歴記帳用紙に農薬使用履歴（使用回数等）

を提出することが必須となっている。

「丸山さん（消費者）」

生産者の栽培履歴等の記帳、情報入手をお願いしており実効をあげている。記帳すること

が生産者の農産物の安全性に対する意識付けにつながっていると考えている。また調査研

究センターでは農薬残留検査を実施している。

「鈴木先生（農業アカデミー）」

農業アカデミーでは農産物出荷の際にチェックを実施している。

ARFD(短期暴露評価)について

山口先生から本山先生へ説明要請があり、本山先生が「従来の ADI の考え方は平均値を基

準としており食物の大量摂取、散布むら等による高濃度残留を９７．５％タイルで考慮し

たもので、海外では１０年前から導入している毒性評価の考え方を国内で導入した結果、

評価前であっても、農薬メーカーが自主的に使用基準等のラベル変更をすることとなった。」

と説明。

③質疑応答

農薬代替資材に関する情報入手について

「本山先生」

登録農薬以外で何らかの防除効果のある資材は疑わしいと考えて欲しい。
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かつて「夢草」という防除効果を歌った資材には合成ピレスロイドが含まれていた。ニー

ムオイルの有効成分であるアサジラクチンは不安定であり乳化剤の毒性も評価しなくては

ならない。

植物の持つ毒性について

本日、話したわさび等に含まれる毒性物質は摂取量との関係で評価しなければならないが、

通常摂取量であれば健康には影響がない。また、食品として摂取する量は、作物に含まれ

る天然毒素が９９，９９％を占め、農薬を適正に使用した農作物を通常に摂取することに

おいて健康には影響がないと考える。

農薬バッシングにおいて生産者へのアドバイスは何か

「本山先生」

農薬バッシングにおいて加担するメデイア対策が第一である。生産者として農薬を一括

りで評価するのではなく個々の農薬を評価するよう考えて欲しい。

農薬の言葉イメージについてー消費者にとって「農薬」と聞いたイメージは、アンケート

用紙記載の表現として環境汚染、残留農薬、体に悪いであり代替えとする適当な言葉はな

いか？

「本山先生」

英語で PESTICIDE（害虫を殺す）から CROPPROTECTOR（作物保護剤）と表現を変え

ることができているが国内では作物保護剤という表現は定着、普及していない。

直売所、道の駅等での農産物出荷における生産履歴の記帳について

「菊池さん（生産者）」

直売所等に出荷する農産物すべてについて農薬散布歴等を生産履歴に記帳している。農薬

散布歴を記帳することは生産者自身の記録として貴重であり

効果の高い農薬（近年は農薬の進歩により苗処理により３ヶ月以上、害虫に効果があり、

環境に影響の少ない防除が可能になっている）を記録に留めておくことにもつながる。

パネルデｲスカッションのまとめ、確認事項

「山口先生」

・農薬の役割、安全確保への理解を深めて頂くためにはハザードとリスクを分けて評価す

ることの啓蒙が必要である。

・安全、安心な農作物として消費者に認知頂くために生産者の意識向上を通じ、流通と

して農作物の安全を担保した流通責任体制、出荷体制が必要である。

④閉会挨拶：全国農薬安全指導者協議会 大森会長

「農薬シンポジウム IN 神奈川」の開催にあたり基

調講演を頂いた本山先生、コーデイネータを務めて頂

いた山口先生、鈴木先生を始めとするパネリストの皆

様へのお礼、神奈川県で５年間を過ごした経験等を含

めた自己紹介の後に全国農薬安全指導者協議会の発

足の歴史、農薬の正しい理解を深めるために現在取り

組んでいる重点事項（農薬シンポジウム等）について

話した。農薬の被爆リスクからは、上位順に、新農薬
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研究開発に携わる農薬メーカー研究者⇒農薬散布に携わる農家⇒消費者の順番となると思

われるが農薬リスクの意識面では逆であり、今後も消費者の農薬に対する正しい理解を深

める活動を強化してゆきたい。農産物輸出拡大について各国での農薬登録制度の壁もあり、

今後も国内農薬業界は厳しい状況が続くと思われるが農薬を「農業を楽にする薬」という

漢字の意味として理解し、今後も農薬事業を通じて農産物の生産に貢献したいと話し、閉

会の挨拶とした。

３．第４２回安全協常任幹事会

日時：平成２７年７月２３日(木)、１１：００～１６：３０

場所：全農薬ビル９F 会議室

内容：

平成２７年度事業中間報告の件

平成２８年度事業計画(案)の件

支部活動にあたっての問題点、要望

● 研修会「農業生産工程管理(GAP)の現状について」

講師：農林水産省生産局 農産部 技術普及課 生産専門官 亀谷 充 先生

出席者：青木理事長、宇野副理事長、大森教育安全委員長

教育安全委員会（担当理事）、安全協常任幹事

事務局（堀江参事、山本副参事、宮坂技術顧問）

農林水産省生産局技術普及課 亀谷充 先生には GAP の現状についてご講演頂いた。

特に農産物の輸出については、相手国が農業生産工程管理（GAP）による農産物の生産管

理を求めてくるので、相手国の要求に対応した GAP 管理が必要。また、来る 2020 年の

東京オリンピックでの選手村での農産物供給も基本的には GAP で管理された農作物の生

産管理が求められることが想定されるが、今後、GAP 導入農家の大幅な増化が望まれる。
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４．総務委員会

日時：平成２７年７月２４日(金)、１０：３０～１２：００

場所：全農薬ビル９F 会議室

内容：

全農薬ビル改修について（各階空調洗浄工事及び給水管更新工事）

全農薬ビルの有効な活用について

全農薬事務局について

その他

５．農薬チラシ検索ポータル説明会

日時：平成２７年７月２４日(金)、１３：３０～１５：００

場所：全農薬ビル９F 会議室

内容：

開会挨拶 IT・広報委員会 北濱委員長

農薬チラシ検索ポータルのご提案 全農薬受発注センター

質疑応答

出席者：賛助会員（２７社）、全農薬受発注センター、事務局（堀江参事）

６．第１０７回植物防疫団体総務連絡会

日時：平成２７年７月２９日(水)、１６：００～１７：００

場所：全農薬ビル９F 会議室

内容：

出席者の確認
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各団体の行事予定(平成２７年７月～平成２８年６月)について

情報交換

その他

出席者：各植物防疫団体、事務局（堀江参事、宮坂技術顧問）

７．農業用保護マスク研究会 30 周年記念講演会

日時：平成２７年８月５日(水)、１４：３０～１６：３０

場所：十文字中学・高校講堂（一階多目的ホール）

内容：・挨拶 (一社)日本くん蒸技術協会 会長

・来賓挨拶

・特別講演

出席者：宮坂技術顧問

講演：

●木村菊二 （公財）労働科学研究所

農薬散布作業における農薬暴露と対策

●早川泰弘 前（独）農林水産消費安全技術センター農薬検査部長

農薬登録における農薬の使用時安全性評価の歴史

●田中 茂 十文字学園女子大学大学院教授

農薬散布時の労働衛生保護具の適正使用について

※ 敬称略

〇農薬用保護マスク研究会３０周年記念講演会山口会長挨拶

本日は、皆様ご多忙にもかかわらず農薬用保護マスク研究会の

創立30周年記念講演会にご参加頂きまして誠に有難うございま

した。本日の記念講演会は日本産業衛生学会関東産業衛生技術部

会との共催とさせていただいておりますので、主催者を代表して

ご挨拶を述べさせていただきます。

本研究会は、農薬散布時の使用者の安全を確保するため、調査

研究、マスク適正使用の啓発・普及などの活動を目的として、昭

和 60 年 6 月に発足しました。

設立当初は、その数年前から農薬散布時に使用されるマスクに関するデータが整備され

つつある時期で、農地やハウスにおける土壌くん蒸剤や各種薬剤の作業環境調査、農薬曝

露状況調査などにより農薬用マスクの規格などを考察することなどが活動の中心となり、

その後使用者への安全確保を図るための普及啓発資料としてパンフレット、リーフレット、

ポスターやビデオの作成配布などを行ってまいりました。昨年からは、農林水産省の農薬

危害防止運動等において都道府県が実施する農薬安全使用講習会などにマスク専門家を講

師として派遣するとともに、農薬ごとに使用するマスクを検索できるソフトを開発し、都

道府県、関係団体等への配布を開始したところです。
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本日は、お忙しい中、ご来賓

として農林水産省消費・安全局

農産安全管理課農薬対策室長

にご臨席いただいております。

感謝申し上げます。のちほどご

挨拶をいただきたく存じます。

ご講演は、発足当時から３０

年間にわたりこの研究会のご

指導をいただいております木

村菊二先生と田中茂先生に本

研究会の活動にも関係するご

研究をご紹介いただくととも

に、発足当時から農薬行政の立場で私どもの活動にもご関心いただき適切なアドバイスな

ど頂きました独立行政法人農林水産消費安全技術センターの前農薬検査部長の早川泰弘氏

にもお話をいただいて、今後私どもの活動の参考とさせいただきたいと考えています。

短い時間ではありますが、この講演会がマスクや保護具を考えるいい機会となれば幸い

です。

〇農業用保護マスク研究会 30 周年記念講演会農薬対策室長挨拶

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室長の松井

と申します。 本日ご参集の皆様方におかれましては、日頃よ

り農薬行政の推進にご理解・ご協力を賜りまして、感謝申し上

げます。農薬用保護マスク研究会におかれましては、昭和 60

年の発足以来、農薬散布用保護マスクの開発、改善並びに適正

使用の啓発・普及にご尽力頂き、本年で 30 周年を迎えられた

とのこと、誠におめでとうございます。

土壌くん蒸剤等の用途に合わせたマスクの適正着用は、農薬

の危害防止の観点から非常に重要であり、貴研究会による「農

薬用散布に使用するマスクの手引き」作成、「農薬の安全使用講

習会」等への講師派遣等への取組は、

当省としましても大いに意義のある

ことと考えております。

現在、農林水産省では、「農薬散布

時の防護装備､の基準の見直しに向

けた検討のための試験事業」を委託

事業として実施しております。

農薬使用時における安全性の確保

のため、欧米等で実施されている、

リスクベースによる農薬散布作業者
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の安全性を科学的に評価する方法を確立するため、その基礎資料となるデータの作成を行

っているところです。

本年度の「農薬散布時の防護装備の基準の見直しに向けた検討のための試験事業」にお

きましては、「マスクの漏れ率調査」を事業項目として新たに加えておりますが、こちらを

貴研究会を開催する（一社）日本くん蒸技術協会さんにおいて実施して頂けることになり、

貴研究会の知見・経験を十分活かして取り組んで頂ければと考えております。

これらの取組みに対し感謝申し上げますとともに、今後の貴研究会の益々の発展を祈念

致しまして甚だ簡単ではありますが当方からの挨拶とさせて頂きます。

● 木村菊二 （公財）労働科学研究所

農薬散布作業における農薬暴露と対策について

木村先生は、農業用保護マスク研究会発足以来農薬散布作業時における安全対策を指

導してこられた。先生は、今回、研究のため袖手した膨大な写真の殆どを処分したが、手

元の残っていた 30 年前の農薬散布時の映像を示しながらこれまでの道のりを振り返りな

がら講演された。
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●早川泰弘 前（独）農林水産消費安全技術センター農薬検査部長

「農薬登録における農薬の使用時安全性評価の歴史について」

7 月 31 日付けで農林水産省を退官したばかりの早川先生は、農林水産省入

省から退職に至るまでかなりの期間を“農薬行政”の中心におられた。

このため、ご自身が、農薬行政遂行に当たりどのような考えでこれまで、お仕

事されたかの集大成のご講演となった。

特に、“農薬の使用時安全”に対しては、具体的に一覧表にまとめられたもの

をお示しになり、丁寧に説明された。また、関係省庁に対しては、農林水産省

の立場を明確にし、特に農薬の毒性評価に対しては、農薬の使用時安全に対す

る農薬取締法上の、「ハザード評価」から「リスク評価」へと農薬の評価方法の

変更に努められた経緯等、を踏まえた熱のこもった講演となった。

●田中 茂 十文字学園女子大学大学院教授

農薬散布時の労働衛生保護具の適正使用について

早川先生の熱のこもった講演がやや長引いたため、田中先生は、農薬の使用

時安全対策のこれまでの歴史について効率的に講演された。
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特に 30 年前の施設栽培における”臭化メチルボンベを用いたハウス全面くん

蒸については、無茶な使用方法が横行しており、適正使用の周知に苦労した歴

史的な経過についてご講演された。もう少し時間があればもっと興味のあるお

話が聞けたのではと・・・思った。

組合員の動き等

【社名変更】

組合員名：（旧）日星石油㈱ ⇒ （新）日星コーポレーション㈱

なお、社名変更に伴い、銀行振込口座名義、ホームページアドレス、メール

アドレスも変更となりました。（平成２７年８月１日付け）
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行政からのお知らせ

〇イチゴと茶輸出用に防除マニュアル公表

平成２７年８月１８日

農林水産省消費・安全局植物防疫は 18 日、煎茶、玉露、イチゴの３品目についての輸出

相手国残留農薬基準に対応した「病害虫防除マニュアル」を農林水産省ホームページ上で

公表した。煎茶・玉露については生産者向けの簡易版、イチゴについては、生産者向けの

簡易版に加え、研究機関など指導者・専門家向けの詳細版を作成し、輸出に関心のある産

地、生産者の活用を呼び掛けている。

〇詳細は以下のとおり。

平成 27 年 8 月 18 日

農 林 水 産 省

輸出相手国の残留農薬基準に対応した病害虫防除マニュアル（「いちご」及び「煎茶（一番

茶）・玉露」）の公表について

農林水産省は、輸出相手国の残留農薬基準に対応した病害虫防除マニュアル（「いちご」

及び「煎茶（一番茶）・玉露」）を取りまとめました。

概 要

我が国の通常の防除体系で使用される農薬の中には、輸出相手国で当該農薬の対象作物

が生産されていないことから、当該農薬の登録が行われていないこと等の理由により、輸

出相手国の残留農薬基準が我が国の基準に比べて極めて低いものが多く存在し、結果とし

て輸出向けの農産物に使用可能な農薬が限定されています。

こうした状況の下、農林水産省では、農産物の輸出促進を図るため、平成 26 年度より、

輸出重点品目について、輸出相手国での残留農薬基準が設定されていない農薬等の使用を

低減する新たな防除体系を確立し、その効果の提示を行いつつ産地へ導入することを目的

とした事業を実施しています。

今般、平成 26 年度に産地の協力を得つつ、「いちご」及び「煎茶（一番茶）・玉露」を対

象として、

(ア)日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較、

(イ)国内で使用される農薬の残留実態、

(ウ)化学合成農薬代替防除技術

等を整理した病害虫防除マニュアルを作成しましたので、公表します。

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。）

〇輸出相手国の残留農薬基準値に対応した生果実（いちご）の病害虫防除マニュアル（簡

易版）（PDF：2,575KB）
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http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-01.pdf

〇輸出相手国の残留農薬基準値に対応した生果実（いちご）の病害虫防除マニュアル（簡

易版）【分割 1】（PDF：1,439KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-02.pdf

輸出相手国の残留農薬基準値に対応した生果実（いちご）の病害虫防除マニュアル（簡易

版）【分割 2】（PDF：1,569KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-03.pdf

輸出相手国の残留農薬基準値に対応した生果実（いちご）の病害虫防除マニュアル（詳細

版）（PDF：1,352KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-04.pdf

輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル～煎茶（一番茶）・

玉露編～（PDF：2,710KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-05.pdf

輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル～煎茶（一番茶）・

玉露編～【分割 1】（PDF：1,837KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-06.pdf

輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル～煎茶（一番茶）・

玉露編～【分割 2】（PDF：887KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/pdf/150818_1-07.pdf

お問い合わせ先

消費・安全局植物防疫課 担当者：防除班 春日井、中森

代表：03-3502-8111（内線 4562）

ダイヤルイン：03-3502-3382

FAX：03-3502-3386

●「平成 27 年度 病害虫発生予報第６号」の発表について(8 月 18 日)

農林水産省消費・安全局植物防疫課は８月 18 日、病害虫発生予報第６号を発表した。

向こう 1 か月の主要な病害虫の発生予察情報については、次のとおりです。

葉いもちが平年より多発している地域では、穂いもちに移行しないよう、天候の推移に

留意するとともに、ほ場の観察をきめ細かく行い、適時適切な防除を実施してください。

ウンカ類は梅雨時期に飛来し、8 月以降に増殖することから、発生動向に注意が必要です。

各都道府県の発生予察情報を確認し、適時適切な防除を実施してください。

斑点米カメムシ類の発生が多くなっています。本虫は水田に侵入して出穂した穂を加害し

ます。都道府県から発表される発生予察情報を確認し、適時適切な防除を実施してくださ

い。全国の病害虫の発生動向としては、水稲ではいもち病、紋枯病、斑点米カメムシ類、

野菜ではアブラムシ類、果樹ではカメムシ類、ハダニ類の発生が多いと予想されています。

詳細は以下のアドレスからご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/150818.html
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●平成 27 年病害虫発生予察情報発表状況一覧

* この一覧表は、農林水産省が発表する病害虫発生予報に掲載しているものを取りまとめ

たもので、都道府県が発表している発生予察情報と作物名・病害虫名の表記が一部異なる

場合があります。

【警報】平成 27 年 8 月 17 日現在 発表無し
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【農林水産省人事異動情報】

7 月 31 日、8 月 7 日付で以下の農林水産省人事がありましたのでお知らせ致します。

●7 月 31 日、8 月 1 日付け人事異動

独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)農薬検査部長退職関連人事。

早川泰弘 FAMIC 農薬検査部長は 7 月 31 日退職。

後任人事は以下のとおり。

・独立行政法人農林水産消費安全技術センター（FAMIC）農薬検査部長 早川泰弘（退職）

8 月 1 日付け

消費・安全局総務課調査官 古畑 徹 ⇒ FAMIC 農薬検査部長

●8 月７日（金）付け人事異動

・植物防疫課長人事

農林水産技術会議事務局研究推進課長 島田和彦 ⇒消費・安全局植物防疫課長 大友哲也

⇒ 大臣官房環境政策課長 木内岳志 ⇒ 北陸農政局次長
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全 農 薬 ひ ろ ば

サギソウ （和名：鷺草、学名：Habenaria radiata 英名：Eargret Flower）

サギソウは、ラン科サギソ

ウ属の湿地性の多年草で、台

湾、朝鮮半島、日本に分布し、

日当たりのよい平地や山麓

の湿地に自生する日本を代

表する野生ランです。かつて

は北海道、青森をのぞいた全

国に分布していましたが、乱

獲や生育環境の破壊により現在では自生のものを見る機会は少なく、環境省のレッドリス

トでは準絶滅危惧種に指定されています。夏に花茎を長く伸ばし、名前の通り鷺（さぎ）

が羽を広げたような姿の純白花を数輪咲かせます。英名の「イーグレット・フラワー(Eargret

Flower)」も「白鷺」の意です。花もちは悪く、

開花して 4～5 日で枯れてしまいます。自生の

ものは一輪咲きのものが多く、栽培品と比べ

て花茎も長く伸びます。他の野草に生存競争

で負けないために花茎を長く伸ばすためと言

われています。株の基部から 2～3 本の地下茎

を伸ばしてその先に１コずつ新しい球根を作

り、秋には地上部と古い球根が枯れ、新たに

できた球根の状態で冬を越します。普通の青

葉種のほかに、園芸種として、葉に美しい斑

のはいる品種もあります。代表的なものに葉

に白い縁どりのはいる「銀河」、黄色っぽい縁

取りのはいる「かがやき」、縁が緑色で中に黄

色の斑が入る「あかつき」ストライプの斑が

入る「天の川」などがあります。また、花変

わり種として「飛翔」などの品種が挙げられ

ます。

学名：Habenaria radiata（ハベナリア・ラディアタ）のハベナリアはラテン語で「革紐・

手綱」、ラディアタは「放射状の」と言う意味で、葯の形状、または細長く切れ込んだ側花

弁と唇弁の形にもちなんでいます。

花言葉：「清純」「繊細」「夢でもあなたを想う」


